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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、流動的な経営環境のもとで、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と推進を経営
の最重要課題としております。
企業基盤を充実し、競争力、成長力を高め、企業価値を向上させるとともに社会的責任を果たしていくため、当社は取締役会、監査役会、経営会
議、執行役員制度を軸とした業務執行機能及び内部監査機能を中心に、業務の有効性、効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等
の遵守並びに資産の保全を中心に、効率的で適法な企業体制を構築、維持することとしております。
更に、当社及びグループ子会社の事業活動の適正と統制を確保するため、当社監査室が業務監査等のモニタリングを行う他、事業活動の状況
等をモニタリングし、当社グループとしてのガバナンス体制の推進を図っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社UNO-HOLDINGS 3,800,000 69.40

日本証券金融株式会社 290,000 5.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 82,900 1.51

THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 80,500 1.47

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 79,100 1.44

水野　英行 73,700 1.35

大籔　崇 67,600 1.23

柳瀬　高司 66,100 1.21

U-NEXT社員持株会 52,200 0.95

大下　悟 43,300 0.79

支配株主（親会社を除く）の有無 株式会社UNO-HOLDINGS

親会社の有無 なし

補足説明

支配株主である株式会社UNO-HOLDINGSは、当社代表取締役が100％株式を所有する資産管理会社であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主との取引条件等については、他の資本関係のない会社と取引する場合と同様、取引の内容及び条件等に関してその妥当性を
慎重に検討して決定し、特定株主の利益になるような意思決定が行われないよう留意してまいります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

－



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

夏野　剛 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

夏野　剛 ○ －
企業経営に関する豊富な経験・知識から、当
社の経営に対する助言・意見を得るため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、監査計画から報告まで定期的に会合を設け、決算時には監査報告を受けております。
監査役は監査室と定期的に打ち合わせを行い、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査の実施計画、実施
方法、改善策等について意見交換を行っております。
また監査役は、社内各部署、各グループ会社の監査にあたり、監査室と連携して、役職員からのヒアリング、書類の閲覧、実地調査等を行ってお
ります。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

須原　伸太郎 公認会計士 ○

大井　法子 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

須原　伸太郎

須原伸太郎氏は現在株式会社キネマ旬
報社社外取締役に在任しております。株
式会社キネマ旬報社と当社は、コンテンツ
供給の取引関係がありますが、取引の規
模、性質に照らして、株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され
ることから、取引の概要の記載を省略しま
す。

主に会計財務・企業経営に関する豊富な経験・
知識から、当社の経営に対する助言・意見を得
るため。

大井　法子 －
法務に関する豊富な経験・知識から、当社の
経営に対する助言・意見を得るため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

－

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上意欲や士気を高めるために、ストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

取締役及び従業員に対して、当社の業績向上意欲や、士気を高めるためにストックオプションを付与しております。
ストックオプションの総額は、2014年12月末現在において、発行残高：45,500株、想定払込総額20,475,000円となっております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の額が１億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬につきましては、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内において決定することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役・社外監査役に対しては、取締役会開催に際し、取締役会事務局（管理本部内各部署）が事前に資料を提供し、必要に応じて詳細な
説明を行っています。また、問い合わせに対しては、管理本部にて、必要な情報提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会制度を採用し、各監査役が取締役の業務執行の適法性を監査しております。また、取締役会においては、独立性の高い社外取
締役１名と社外監査役２名が参加し、積極的な発言をすることにより、公正な意思決定が下されるよう、牽制を働かせております。
業務執行事項については、法令・定款及び社内規程の定めにより、取締役会決議事項とされている重要性の高い事項については、取締役会にて
慎重に意思決定を行っております。取締役会は月１回の定例の他、必要に応じて臨時に開催しております。
監査役は、取締役会及び経営会議に出席して、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、必要に応じて会社の役職員から報告及び説明
を受け、主要な事業所及び子会社の調査等を行っております。監査役会は月１回の定例の他、必要に応じて臨時に開催しております。
また、当社の内部監査を担当する監査室は、監査役と連携して各事業部門及び子会社の監査を実施し、その結果を四半期に一度取締役会に報
告しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の重要な課題の一つに位置付けております。当社
は取締役会に独立性の高い社外取締役が参画しており、同じく独立性の高い社外監査役２名が監査を実施しており、社外からの経営への監視・
助言機能が十分に働いていると考えているため、現状の体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主に議案の内容を理解していただく十分な期間を持っていただくため、招集通知の早期発送
に取り組んでおります。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避けて決算期を12月とし、定時株主総会の
開催を３月に行えるようにしております。

電磁的方法による議決権の行使
より多くの株主が議決権を行使できるように、PC及びインターネットを通じた議決権の行使を検
討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討しております。

招集通知（要約）の英文での提供 ホームページ上に英語版の要約した召集通知の掲載を検討しております。

その他
招集通知の電子化についても実施しており、招集通知及び決議通知のご報告については、当
社ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ上に掲載する予定です。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
代表者および他の役員が業績や経営戦略について説明する個人投資家向け
セミナーの開催を検討しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年度予算および第２四半期決算について、代表者および他の役員が業績や経
営戦略について説明するアナリスト、機関投資家向け説明会の開催を検討して
おります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
代表者および他の役員による海外投資家訪問を実施、もしくは電話会議、TV
会議等を検討しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ上にて、決算情報、適時開示資料、決算説明会資料等を
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署：管理本部　財務企画部が担当します。

その他 －

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

役職員は、「U-NEXTグループ行動規範」を念頭において事業活動を行うことにより、ステークホ
ルダーの立場を尊重し、法令及びその精神並びに社内諸規程を遵守し、社会的良識をもった責
任ある行動をとっております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
コンテンツ配信、モバイル通信インフラの構築などの成長産業に軸足を置き、継続的に雇用を
生み出すことが社会貢献に繋がると認識しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーに対しまして、「金融商品取引
法」、「東京証券取引所規則」、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規



則」、その他関連法規等を遵守し、適時・適切に企業情報を公平に開示することを基本方針とし
ております。

その他 －



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　（コンプライアンス体制）
（１）役員、従業員の業務執行が法令および定款に適合することを確保するため、「U-NEXTグループ行動規範」を制定し、法令順守をはじめとす
る、企業倫理の徹底に取り組みます。
（２）役員、従業員による「U-NEXTグループ行動規範」の徹底と実践的運用を行うため、教育、研修を実施するとともに、内部通報規程を整備しま
す。
（３）反社会的勢力、団体との関係を根絶するため、「U-NEXTグループ行動規範」に「反社会的行為の根絶」を明記するとともに、「反社会的勢力
の排除に関する規程」を整備し、教育、研修の実施、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備、取引業者との契約への反社会的勢力排除
条項の明記など、実践的運用のための社内体制を整備し徹底します。
　（内部監査体制）
（１）内部統制、牽制機能として監査室を設置し、代表取締役が承認した監査計画にもとづき、業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施
し、監査結果を代表取締役に報告するとともに監査役に報告します。

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
　（リスク管理体制）
（１）総合的なリスク管理に関する規程を定め、当社および企業集団に重大な影響を及ぼすリスク全般の管理およびリスク発生時の対応を的確に
行える体制を整備します。
（２）品質、安全、環境、災害、情報等、機能別の各種のリスクについては、その機能に応じて対応する部門、部署あるいは委員会等を設けること
により、リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備します。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　（効率的な業務執行の体制）
（１）戦略決定、経営監督機能と業務執行機能を明確にし、効率的な運営を行うため、取締役を少数化し、執行役員制度を導入します。
（２）取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締役を選任します。
（３）業務執行に関わる重要事項の決裁、戦略決定などを効率的に行うために各種会議体を設置し、取締役会が定めた業務分掌規程および業務
決裁規程にもとづき審議、決定し、実施します。

４．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　（業務執行に関する情報の保存および管理）
（１）文書管理規程および情報セキュリティ管理規程を定め、取締役会議事録、稟議書類、各種契約書類その他の業務執行状況を示す主要な情
報を適切に保存、管理するとともに、電子情報を安全かつ有効に活用するための社内体制を整備します。

５．当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　（企業集団における業務適正化の体制）
（１）「グループ会社管理規程」の定めにより管理を行います。
（２）監査室による内部監査を実施するとともに、監査役の派遣等を通じて、適宜、子会社の適正な業務執行を監視します。
（３）子会社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じて社内規程を整備します。
（４）財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持、向上に資するために必要な内部統制の体制を整備し、運用します。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項
　（監査役の監査体制に関する事項）
（１）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよび置く場合の員数については、監査役会の意見を聴取し、関係各方面の意見を十分に考慮
して、取締役会が決定します。
（２）前号の使用人は、監査役の直接指揮により、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行います。また、当該使用人の人事異動等に
ついては、事前に監査役会の同意を得ることとします。

７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　（業務執行に関する監査役への報告体制）
（１）役員および従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社あるいは子会社に著しい信用失墜や損害を及ぼす恐れのある事象、社内不
祥事や法令違反等の重大な不正行為が発生した場合は、遅滞なく報告します。また、監査室が行う内部監査の結果や内部通報規程による通報の
状況についても報告します。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
　（監査役の重要会議への出席権の確保）
（１）監査役による業務執行の監査が実効的に行われることを確保するため、代表取締役と監査役は、定期的に経営情報を共有する機会を持つと
ともに、「経営会議」などの重要な会議に、監査役会の指名した監査役が出席します。

　（監査役による計算書類等の監査に関する事項）
（１）監査役は、会計監査人の監査の方法、結果の相当性を判断し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の年次監査
計画について事前に確認し、逐次、監査結果の報告を受けます。
（２）監査役と会計監査人が相互に連携を保ち、効率的な監査のできる体制を確保します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力、団体との関係を根絶するため、「U-NEXTグループ行動規範」に「反社会的行為の根絶」を明記するとともに、「反社会的
勢力の排除に関する規程」を整備し、教育、研修の実施、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備、取引業者との契約への反社会的勢力
排除条項の明記など、実践的運用のための社内体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

－

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

－

１．買収防衛策の導入の有無１．買収防衛策の導入の有無






